
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
要
措
置
区
域
及
び
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定

す
る
件

四
三
三

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

四
三
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
二
件

四
三
四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

四
三
五

公

告

○
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

四
三
五

福
島
県
労
働
委
員
会

○
福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

四
三
五

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
、
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

１

指
定
す
る
区
域

双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合
字
菅
ノ
又
二
三
番
の
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域

２

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規

則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特

定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
種
類

㈠

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

㈡

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

３

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

地
下
水
の
水
質
の
測
定

二

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域

１

指
定
す
る
区
域

双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合
字
菅
ノ
又
二
三
番
の
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域

２

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

㈠

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

㈡

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
水
・
大
気
環
境
課
及

び
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

田
村
市

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

九
月
一
二
日

田
村
市
文
化
の
舘

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

と
き
わ

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
後
四
時
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

九
月
一
三
日

田
村
市
都
路
行
政

じ
。
)
、
分
銅
及
び
お
も

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

局

り

午
前
一
〇
時
三
〇
分
ま

で

───────────────────────────────────────────────────────────
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同

田
村
市
瀬
川
住
民

午
後
一
時
か
ら

セ
ン
タ
ー

午
後
二
時
三
〇
分
ま
で

九
月
一
四
日

田
村
市
文
化
セ
ン

午
前
一
〇
時
か
ら

タ
ー

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

田
村
郡
小
野
町

九
月
一
九
日

小
野
町
多
目
的
研

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

修
集
会
施
設

ら午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

田
村
市

九
月
二
〇
日

田
村
市
滝
根
行
政

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

局

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で
同

田
村
市
大
越
行
政

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

局

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

田
村
郡
三
春
町

九
月
二
六
日

三
春
交
流
館
ま
ほ

午
前
一
〇
時
か
ら

ら

午
前
一
二
時
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
三
〇
分
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

九
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月

福
島
県
計
量
検
定

町

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

二
五
日
ま
で
（
火
曜
日
、

所

も
の

木
曜
日
、
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

午
前
九
時
か
ら

午
前
一
一
時
三
〇
分
ま

で

午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

田
村
市
、
田
村
郡
三
春

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

町
及
び
同
郡
小
野
町

二
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

（
計
量
検
定
所
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
野

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
生
産
基
盤

型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
七
日
か
ら

（
二
十
二
日
間
）

同

月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

広
野
町
役
場

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
高

東
部
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）

を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

───────────────────────────────────────────────────────────
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二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
七
日
か
ら

（
二
十
二
日
間
）

同

月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
相
馬
亘
理
線

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
南
浜
田
二

平
成
二
九
年
八
月
七
日

五
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
埓
木
崎
字
作
田
五

七
七
番
一
九
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
七
十
一
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
は
失

効
し
た
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分
量

(％
)
そ
の
他

氏
名
又

住
所

失
効

(福
島
県
)
種

類
名

称
の
規
格

は
名
称

年
月
日

窒
素

り
ん

加
里

全
量

酸
全

全
量

量

８
３
８

混
合
有

混
合
有

4.6
2.2

1.0
含
有
を

出
光
興

東
京

平
成
29

機
質
肥

機
質
肥

許
さ
れ

産
株
式

都
千

年
７
月

料
料
Ｂ
Ｓ

る
有
害

会
社

代
田

15日
１
号

成
分
の

区
丸

最
大
量

の
内

及
び
そ

三
丁

の
他
の

目
１

制
限
事

番
１

項
は

号
、

公
定
規

格
の
と

お
り
。

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
規
則
第
三
号

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
労
働
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

心
身
の
状

□健
康
状
態
・
病
歴

□障
害

況

□性
格

□そ
の
他

（

様
式
第
一
号
（
そ
の
二
）
中

□親
族
関
係

□婚
姻
歴

家
庭
生
活

□そ
の
他

（

）

□身
体
状
況
・
能
力

「

）

□親
族
関
係

□婚
姻
歴

□

を

家
庭
生
活

□そ
の
他

（

）

□家
庭
の
状
況
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」

「

思
想
・
信

□思
想
・
信
条

□宗
教

家
庭
の
状
況

に
、

条
・
宗
教

□社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
個
人
情

等

（収
集
す
る
理
由

：

」

「

□人
種

□信
条

□社

□病
歴

□犯
罪
の
経
歴

□犯

□心
身
の
機
能
障
害

□健
康
診
断
等
の
結
果

要
配
慮
個

報

（

）

を

□医
師
等
に
よ
る
指
導
・
診
療
・
調
剤

人
情
報

）

□刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続

」

□少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続

（収
集
す
る
理
由

：

会
的
身
分

罪
被
害
の
事
実

に
改
め
る
。

）

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
（
そ
の
二
）
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
審
査
調
整
課
）


